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平成9年商業統計励苔が
行われます（6月7日甥在）

●調査の目的と役割

商業統計調査は、我が国の商店の販売活動の実態や分布状況および商品の全国的な流通

状況などを明らかにすることを目的とした、我が国の商業に関する国勢調査ともいうべき

重要な統計調査です。

●調査の対象

我が国のすべての卸売・小売業の商店を対象としています。

●調査の方法

調査員が担当地域のすべての商店を訪問し、商業調査票を配布して、6月1日現在の状

況を記入していただくよう依頼します。

後日再度各商店を訪問して記入済の調査票を回収します。

※「秘密」は守られます。

調査された事項は、統計を作るためだけに用いられ、その他の目的に使うことはありま

せん。お忙しいところ誠にお手数ですが、御協力くださるようよろしくお願いします。

産業課　農政商工係　℡（293）1234
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くらしの

役場293－1234

平成9年度保母親裁

準備諸富会があります
●とき　7月14日　Oi）から26日

（土）までの12日間（ただし、

7月20日（日）は休講）

●ところ　第一経済大学記念厚生

会館（太宰府市五条3丁目10・

－25）

●受講料　全科目＝1万3千円、

4日以上＝1万円、3日以内＝

8千円、テキスト代6千5百円

●講座内容　保母試験科目全般

●申込み　6月16H（月）から27

H（金）までに福岡県保育所連

盟　か092（582）7955へ（申込

用紙は役場福祉課福祉係にあり

ます）

平成9年4月末日現在（）は前月比

6737（＋4）

肋飾（＋20）

●男…　9．354　●女…10，311

●転入‥・119　●転出…109

●出生……16　●死亡……　6

〆「

6
月
は
児
童
手
当

現
況
届
提
出
の
月
で
す

●
届
け
出

▽
現
況
屈

現
在
、
児
童
手
当
の
支
給
を
受
け
て

い
る
人
は
6
月
中
に
「
児
童
手
当
現
況

屑
」
を
福
祉
課
福
祉
係
へ
綻
出
し
て
く

だ
さ
い
。
こ
の
手
続
き
を
し
な
い
と
引

き
続
き
受
給
で
き
る
資
格
が
あ
っ
て
も

6
月
分
か
ら
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
・

な
り
ま
す
。

▽
認
定
請
求

受
給
資
格
が
あ
る
の
に
末
訴
求
の
人

は
認
定
請
求
諒
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
受
給
資
格

3
歳
未
満
の
胆
嚢
を
発
育
し
て
い
る

こ
と
。

※
自
分
の
子
と
も
で
な
く
て
も
監
護

し
、
一
定
の
生
計
関
係
が
あ
れ
ば
支

給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た

だ
し
、
前
年
の
所
得
額
が
一
定
額
以

上
の
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

●
支
飴
金
額
　
第
一
千
・
二
千
は
月
額

五
千
円
、
第
－
．
．
手
以
降
は
月
額
．
方

円
で
す
。

●
申
込
み
　
6
月
2
7
H
　
（
金
）
　
ま
で
に

福
袖
繰
福
祉
係
へ
　
（
現
況
属
の
用
紙

は
対
象
者
に
送
付
し
ま
す
。
）
な
お
、

平
成
8
年
1
月
1
日
以
後
に
転
入
さ

れ
た
人
は
、
前
住
所
地
の
児
童
手
当

用
所
得
証
明
書
が
必
要
で
す
。

福
岡
国
税
局
で
は
、
税
務
職
員
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

●
受
験
資
格
　
昭
和
5
2
年
4
月
2
日
か

ら
昭
和
5
5
年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人

●
受
付
期
間
　
6
月
2
5
日
－
1
月
2
日

●
試
験
日
　
9
月
1
日

●
採
用
予
定
人
員
　
九
州
地
区
で
約
五

十
人

※
申
込
み
な
ど
詳
細
は
、
福
岡
国
税
局

人
事
第
二
課
　
℡
0
9
2
（
4
1
1
）

0
0
3
1
　
ま
た
は
若
松
税
務
署

℡
　
（
1
6
1
）
　
2
5
3
6
　
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

福
祉
キ
ャ
ン
プ
は

参
加
し
ま
せ
ん
か

小
海
の
キ
ャ
ン
プ

●
と
き
　
1
月
2
9
日
　
（
火
）
　
～
8
月
1

（
金
）
　
　
÷
泊
四
日

●
と
こ
ろ
　
福
岡
県
し
い
少
年
自
然
の
家

「
玄
海
の
家
」
　
（
宗
像
郡
玄
海
町
太

字
用
漢
字
新
川
先
）

●
対
象
　
県
内
の
小
学
校
3
年
生
か
ら

中
学
校
3
年
生
ま
で
の
在
宅
肢
体
不

自
由
児

●
定
員
　
五
十
人

㈲
進
行
性
筋
萎
縮
症
児
の
キ
ャ
ン
プ

●
と
き
　
8
月
9
日
　
（
上
）
　
－
1
0
日

（
H
）
　
一
泊
二
日

●
と
こ
ろ
　
国
民
循
舎
　
千
石
聴
　
（
福

岡
市
早
良
は
大
字
石
釜
）

●
対
象
　
県
内
の
進
行
性
筋
萎
縮
症
児

お
よ
び
保
護
者

●
定
員
一
一
一
十
人

開
山
の
キ
ャ
ン
プ

●
と
き
　
8
月
2
5
日
　
（
月
）
　
－
2
7
日

（
水
）
　
二
滴
一
．
．
日

●
と
こ
ろ
　
や
す
ら
ぎ
湛
　
（
朝
倉
郡
夜

須
町
大
字
ニ
ケ
山
）

●
対
象
　
県
内
の
小
学
校
3
年
牛
か
ら

中
学
校
3
年
生
ま
で
の
在
宅
肢
体
不

自
由
児

●
定
員
　
三
十
人

※
海
・
用
の
キ
ャ
ン
プ
は
、
高
校
生
で

も
状
況
に
よ
っ
て
参
加
可
能
な
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

●
申
込
期
間
　
5
月
2
8
日
　
（
水
）
　
ま
で

●
問
い
合
わ
せ
　
福
岡
県
肢
体
不
自
由

児
協
会
　
℡
0
9
2
　
（
5
8
4
）
　
5

1
2
3
　
ま
た
は
県
障
害
福
祉
課
内

℡

0

9

2

　

（

6

5

1

）

　

1

1

1

1

内

線

2

1

1

5

※
な
お
、
申
込
用
紙
は
役
場
の
福
祉
課

に
も
あ
り
ま
す
。

友
情
タ
オ
ル
・
ハ
ン
カ
チ

の
頒
布
を
行
い
ま
す

手
足
の
不
自
由
な
子
と
も
た
ち
の
福

祉
向
上
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　
福
岡
県
肢

体
不
自
由
協
会
　
春
日
市
原
町
三
丁

目
一
－
七
　
℡
0
9
2
　
（
5
8
4
）

5
1
2
3
　
ま
た
は
県
陣
書
福
祉
課

内
　
℡
0
9
2
　
（
6
5
1
）
　
1
1
1

1
内
線
2
1
1
5

●
料
金
　
友
情
ハ
ン
カ
チ
　
（
タ
オ
ル
地

お
し
ぼ
り
　
二
枚
入
り
三
百
円
、
友

情
タ
オ
ル
一
枚
入
り
三
百
五
十
円
）

痴
漢
事
故
防
止
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

最
近
町
内
で
小
学
生
な
ど
の
子
と
も

た
ち
が
昼
夜
を
問
わ
ず
痴
漢
行
為
に
遇

う
と
い
う
事
故
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

町
教
育
委
員
会
や
遠
賀
町
青
少
年
問
題

協
議
会
　
（
青
少
年
補
導
員
）
　
で
は
、
安

全
指
導
P
R
や
巡
視
の
強
化
な
ど
痴
漢

事
故
防
止
に
努
め
て
お
り
ま
す
が
、
事

故
防
止
に
は
保
護
者
や
地
域
の
皆
さ
ん

の
協
力
が
な
に
よ
り
も
大
切
で
す
。

保
護
者
の
皆
さ
ん
は
家
庭
で
の
安
全

指
導
に
つ
い
て
配
慮
を
お
願
い
し
ま

す
。
ま
た
、
地
域
の
皆
さ
ん
も
子
と
も

た
ち
の
登
下
校
時
や
遊
戯
中
な
ど
に

は
、
目
を
配
っ
て
い
た
だ
き
痴
漢
事
故

防
止
に
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。



消費生活に関する苦情や相談は
くらしのアドバイザーへ　〈

〈らしのアトパイザーは消費生活上の苦情や相談に応じ、問題の解
決のお手伝いや適切な情報の提供を行っています。遠賀町にも3人の
アトハイサーがいらっしゃいますのでお気軽にご相談ください。

▼取り扱う相談の内容

①消費生活上の知識や技術などについての相談
（②買い物相談・・商品やサービスを適切に選択するための相談や情報の

提供
③苦情相談・商品やサービスが一般に期待されている品質、機能な

とよりも劣り損失を受けた場合のあっせんなど
※アトハイサーの取り扱う苦情は消費生活に関する具体的なものに限

られています。例えば生活に関するものであっても公害・交通・清

掃・上下水道などは取扱いません。
●問い合わせ　産業課　農政商工係　℡（293）1234

玉恵さん（鬼津）　高崎ツネ子さん（尾崎）

（293）0281　℡（293）0363

工藤久美子さん（浅木）

℡（293）3536

ヽ

わ
ん
ぱ
く
教
室
が

あ
り
ま
す

〈
テ
ー
マ
・
i
身
近
を
物
を
健
三
遽
ほ
う
⊥

●
と
き
　
6
月
1
0
日
　
（
火
）
午
前
1
0
時

－
日
時
0
0
分
　
（
受
付
＝
午
前
9
時
0
0

分
－
1
0
時
）

●
対
象
　
生
後
4
か
月
児
～
就
学
前
の

乳
幼
児

●
と
こ
ろ
　
遠
賀
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ

ンター・

●
内
容
　
保
母
さ
ん
と
の
お
遊
び
、
育

児
交
流
、
言
語
訓
練
士
に
よ
る
言
葉

の
相
談
　
（
予
約
制
）

●
持
っ
て
く
る
も
の
　
水
筒
、
お
し
は

り
、
折
り
紙
、
は
さ
み
、
の
り
、
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
、
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー

の
芯

●
料
金
　
無
料

●
そ
の
他
　
動
き
や
す
い
服
装
で
参
加

し
て
く
だ
さ
い

●
問
い
合
わ
せ
　
福
祉
課
保
健
衛
生
係

4
か
月
児
健
康
診
室
が

あ
り
ま
す

●
と
き
　
6
月
1
3
日
　
（
金
）
　
午
後
1

時
1
0
分
～
1
時
4
0
分
受
付

●
対
象
　
生
後
4
か
月
～
5
か
月
児

（
平
成
9
年
1
月
か
ら
2
月
生
ま
れ
の

乳児）

●
と
こ
ろ
　
遠
賀
町
中
央
公
民
館

●
内
容
　
医
師
に
よ
る
診
察
、
身
体
測

定
、
保
健
婦
に
よ
る
保
健
指
導

●
持
っ
て
く
る
も
の
　
母
子
健
康
手

帳
、
健
康
診
査
票
、
バ
ス
タ
オ
ル

●
料
金
　
無
料

●
そ
の
他
　
対
象
者
に
は
個
人
通
知
し

ま
す

●
問
い
合
わ
せ
　
福
祉
課
保
健
衛
生
係

国華覇－。－一

妊
婦
相
談
が

あ
り
ま
す

●
と
き
　
6
月
2
日
　
（
月
）
　
午
後
1
時

0
0
分
～
3
時
0
0
分
　
（
受
付
＝
午
後

1
時
2
0
分
～
1
時
0
0
分
）

●
と
こ
ろ
　
遠
賀
町
役
場

●
内
容
　
母
子
健
康
手
帳
の
交
付
、
産

前
・
産
後
の
知
識
、
妖
婦
体
操
と

お
産
の
補
助
動
作

●
持
っ
て
く
る
も
の
　
印
鑑
　
（
当
日
母

子
健
康
手
帳
を
受
け
取
る
人
）

●
料
金
　
無
料

●
問
い
合
わ
せ
　
福
祉
課
保
健
衛
生
係

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応

検
査
と
B
C
G
予
防

接
種
が
あ
り
ま
す

●
と
き
　
▽
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査

＝
6
月
4
日
　
（
水
）
　
▽
B
C
G
予
防

接
種
＝
6
月
6
日
　
（
金
）
　
《
受
付
＝

午
後
1
時
1
0
分
～
1
時
訓
分
／
接
種

＝
午
後
1
時
0
0
分
～
）

●
と
こ
ろ
　
遠
賀
町
中
央
公
民
館

●
対
象
　
3
か
月
～
4
8
か
月
末
満
児

●
料
金
　
無
料

●
問
い
合
わ
せ
　
福
祉
課
保
健
衛
生
係

マ
ム
シ
に
ご
注
意
！
。

暖
か
い
季
節
が
近
づ
き
、
湿
度
も
高

く
な
る
と
や
ぶ
の
中
か
ら
マ
ム
シ
が
出

て
き
ま
す
。
も
し
か
ま
れ
て
し
ま
っ
た

ら
早
急
に
救
急
車
を
呼
び
ま
し
ょ
う
。

マ
ム
シ
の
血
清
が
あ
る
病
院
は
次
の
と

お
り
で
す
。

●
福
岡
県
立
遠
賀
病
院

℡
　
（
2
8
2
）
　
0
1
8
1

●
中
間
市
立
病
院

℡
　
（
2
4
5
）
　
0
9
8
1

●
町
立
芦
屋
中
央
病
院

℡
　
（
2
2
2
）
　
2
9
3
1

平
成
9
年
度
調
理
師

試
験
が
あ
り
ま
す

●
と
き
　
1
月
3
1
日
　
（
木
）

●
と
こ
ろ
　
（
福
岡
市
）
　
福
岡
大
学

高
宮
校
舎
、
（
北
九
州
在
）
　
北
九
州

大
学

●
受
験
資
格
　
施
設
又
は
営
業
で
二
年

以
上
調
理
の
業
務
に
従
事
し
た
人

●
願
書
受
付
期
間
　
平
成
9
年
6
月
2

日
　
（
月
）
－
6
月
6
日
　
（
金
）
　
（
時

間
‥
午
前
9
時
～
午
後
5
時
）

●
願
書
提
出
先
　
住
所
地
又
は
就
業
地

を
管
轄
す
る
保
健
所

●
受
験
手
数
料
　
六
千
百
円

●
問
い
合
わ
せ
　
遠
賀
保
健
所
保
健
課

℡
　
（
2
0
1
）
　
4
1
6
1

歯
の
健
康
法
フ
ェ
ス

タ
が
開
催
さ
れ
ま
す

6
月
4
日
か
ら
は
歯
の
衛
生
週
間
で

す
。
子
供
の
頼
、
体
、
そ
し
て
心
の
成

長
発
育
に
、
噛
む
こ
と
が
ど
の
よ
う
に

関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
親
と
一
緒
に
勉

強
し
て
い
き
ま
す
。

●
と
き
　
6
月
1
日
　
（
土
）
　
午
後
1
時

3
0
分
－
3
時

●
と
こ
ろ
　
中
間
市
保
健
セ
ン
タ
ー

●
内
容
　
▽
親
と
子
の
よ
い
歯
コ
ン

ク
ー
ル
▽
講
演
「
明
る
く
賢
く
す
こ

や
か
に
噛
ま
な
い
子
は
ダ
メ
に
な
る
」

▽
子
供
向
け
の
歯
科
保
健
指
導
な
ど

●
問
い
合
わ
せ
　
遠
賀
歯
科
医
師
会

℡
　
（
2
4
5
）
　
8
9
0
0



国保年金係からのお知らせ 
6月1日から更新手続受付 

の �人 �・般 ��760rII � 

国民健康保険や老人院藻で入院して 
いる人には、入院中のIIlにかかる食 

重代のうち760円を皆さんに負担して �院 

いただき、残りを国保や老人医療が負 �時 

担しています。しかし、住民税が非諜 �の �住 �90日まで �650円 

税である世梓の人などは、負担する欲 が右図のとおり減額されますので手続 きをしてください。手続きをされます �1 
＝ �民 �の入院 
の �税 

と減額認定証を交付します。また、人 �食 事 代 �非 諌 

90日を超 �500円 

院が90日を超える場合には、さらに減 額されますので、再度申請をしてくだ ��税 揚 

さい。 �の 標 準 �両 等 �える入院 

●手続きに必要なもの　健康保険証、 

老人探掠受給者証（老人医療に該当 �魚 �住民税非課税 ��300円 
する人のみ）、印鑑、領収書など人 �担 

院日数の確認できる荘類（入院日数 �額 �旺帯等で老齢 

が90Hを超える人のみ） ��祇祉年金の受 給権者 
●問い合わせ　役場住民課国保年金係 

ご存じですか？

こんなとき国民年金の種別
の変更・届出が必要です
●奥さん自身に異動があった場合

①会社勘こ勤めていた方が退職や
結婚などでサラリーマン家庭の
専業主婦（被扶養配偶者）と
なったとき

②パート収入が年間130万円以上
になったとき

（D専業主婦だった力が60歳前に厚
生年金に加入している会社に就
職したとき

●夫に異動があった場合
（D夫が就職して被扶養配偶者に

なったとき

（②夫が退職して破挟慈配偶者でな
くなったとき

（D大が厚牛年金に用人している会
社から転職して、共済組合に変
わったとき、または船1保険と
一般の厚生年金保険との間で加

入する制度が変わったとき

（T
発行　福岡県道質都道質町大字今古賀513遠質町役場企画高架（℡093－293－1234）　印刷　株式会社ペイン

平
成
9
年
度
遠
賀
・
中
間

地
区
老
人
大
学
院
の
第
一

回
公
開
講
座
が
あ
り
ま
す

遠
賀
町
で
は
本
年
度
、
遠
賀
・
中
間

地
区
老
人
大
学
院
講
座
を
開
催
し
て
い

ま
す
が
、
そ
の
中
の
教
養
コ
ー
ス
の
講

演
を
広
く
町
民
の
皆
さ
ん
に
公
開
し
ま

す。●
と
き
　
6
月
1
0
日
　
（
火
）
　
1
前
1
0
時

●
と
こ
ろ
　
逮
質
町
中
央
公
民
館
　
（
大

ホ
ー
ル
）

●
テ
ー
マ
　
「
高
齢
者
の
健
康
管
理
し

●
譜
面
　
九
州
女
子
大
字
教
授
・
健
康

教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
　
中
島
幸

一
氏

●
入
場
無
料

●
問
い
合
わ
せ
　
遠
賀
町
中
火
公
民
館

℡
　
（
2
9
3
）
　
1
3
5
5

ご
存
じ
で
す
か
ー
・

自
動
車
事
故
被
害
者

援
護
制
度

自
動
車
事
故
対
策
セ
ン
タ
ー
で
は
、

保
護
者
が
自
動
車
事
故
で
死
亡
、
ま
た

は
重
度
の
後
遺
障
害
者
　
（
自
賠
法
3
級

以
上
）
　
と
な
っ
た
被
害
者
の
家
庭
の
造

見
な
と
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
、

育
成
賞
金
の
無
利
子
岱
付
を
行
っ
て
い

ます。
●
貸
付
対
象
者
　
0
歳
か
ら
車
掌
校
宰

地
米
ま
で
の
児
種

●
貸
付
金
．
嘩
金
　
－
五
万
二
千

日
、
月
額
－
方
九
十
円
　
入
学
支

度
金
∴
四
万
三
千
円

●
貸
付
期
間
　
貸
付
決
定
月
か
ら
中
学

校
卒
業
の
月
ま
で

●
返
済
方
法
　
二
十
年
以
内
の
均
等
払

い
　
（
高
校
・
大
牢
へ
の
運
営
者
は
そ

の
間
返
還
猶
予
）

重
度
後
遺
障
害
者
へ

の
介
護
料
支
給

●
貸
付
対
象
者
　
脳
損
傷
者
・
脊
髄
損

傷
者
　
（
交
通
事
故
に
よ
る
も
の
）

●
介
護
料
　
日
額
囲
千
日
　
（
自
宅
介
護

は
二
千
円
）

※
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　
自
動
車
事

故
対
策
セ
ン
タ
ー
福
岡
主
管
支
所

℡

0

9

2

　

（

4

5

1

）

　

1

1

5

1

庁
用
マ
イ
ク
ロ
バ
ス

運
転
手
募
集

平
成
9
年
度
に
庁
用
マ
ィ
グ
ロ
ハ
ス

（
2
9
人
乗
り
）
を
購
入
い
た
し
ま
し
た
。

そ
の
運
転
手
を
募
集
　
（
総
録
訓
で
二
人

程
度
）
　
い
た
し
ま
す
。

大
利
一
様
の
免
許
を
お
持
ち
で
、
希

望
さ
れ
る
人
は
役
場
総
務
課
管
財
係
ま

で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

●
受
付
期
間
　
6
月
2
日
～
6
月
1
3
日

℡（2。3）1範

こ
存
じ
で
す
か

「
高
額
療
養
費
の
支
給
」

匪
療
孜
の
自
己
負
担
が
一
定
額
を
超

え
る
と
、
超
え
た
分
が
戻
っ
て
く
る
と

い
う
話
を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
と
思

い
ま
す
が
、
こ
れ
を
「
高
額
原
姿
欝
の

支
給
」
と
い
い
ま
す
。
支
給
を
受
け
る

に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

次
の
よ
う
な
場
合
に

支
給
が
受
け
ら
れ
ま
す

．
、
同
じ
人
が
同
じ
月
内
に
一
つ
の
麗

掠
機
関
で
①
六
万
三
千
六
百
円
　
（
住
民

税
非
課
税
世
帯
は
②
三
万
五
千
四
百

円
）
　
以
上
の
自
己
負
担
金
　
（
か
か
っ
た

医
療
費
の
三
割
ま
た
は
二
割
）
　
を
支

払
っ
た
場
合
。

二
、
一
つ
の
世
帯
で
二
人
　
（
ま
た
は
二

回
）
　
以
上
が
病
気
や
け
が
で
同
じ
月
内

に
そ
れ
ぞ
れ
陸
療
徴
と
し
て
二
万
円

（
住
民
税
非
課
税
世
帯
は
二
万
一
千
円
）

以
上
の
自
己
負
担
金
を
支
払
い
、
そ
れ

ら
の
額
の
合
計
が
①
六
万
三
千
六
百
円

（
住
民
税
非
課
税
世
帯
は
②
三
万
五
千

四
百
円
）
　
を
超
え
た
場
合
。

※
平
成
8
年
4
月
診
療
分
ま
で
は
①
の

金
額
が
六
万
三
千
円
、
②
の
金
額
が
三

万
五
千
四
百
円
で
計
貸
し
ま
す
。

三
、
過
去
十
二
か
月
以
内
に
「
諦
観
廉

琵
謡
の
支
給
」
を
三
脚
受
け
て
い
る
世

帯
に
つ
い
て
、
岬
同
日
以
降
の
捷
棟
卿

の
自
己
負
担
金
が
“
か
月
③
三
万
七
千

二
百
円
　
（
住
民
税
非
課
税
世
帯
は
④
二

万
四
千
六
百
円
）
　
を
超
え
た
場
合

支
給
の
申
請
を
お
忘
れ
な
く

高
額
療
餐
欝
の
支
給
を
受
け
る
に
は

申
請
が
必
要
で
す
。
支
払
っ
た
屡
藤
樹

の
領
収
薄
、
保
険
証
、
印
鑑
を
お
持
ち

の
う
え
、
国
保
年
金
係
で
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。
支
給
を
銀
行
な
ど
金
融
機

関
の
口
座
振
込
で
受
け
た
い
人
は
、
口

座
番
号
　
（
世
帯
主
の
も
の
に
限
る
）
　
を

控
え
て
来
て
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
　
国
保
年
金
係


